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条　

例

議第13号
三条市情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する条例の一
部改正について

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正
に伴い、規定の整理を行うため、必要な改正を行うもの
施行期日：令和７年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第14号
三条市職員の勤務時間、休暇等
に関する条例等の一部改正につ
いて

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律の一部改正に伴い、子の年齢に応じた柔軟な働き方を
実現するための措置の拡充等が行われることから、本市において
もこれに準じ、必要な改正を行うもの
施行期日：令和７年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第15号
三条市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部
改正について

三条市特別職報酬等審議会の答申の内容を考慮し、議会議員の
議員報酬について、必要な改正を行うもの
施行期日：令和７年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ※ × ○ ○ 原案
可決

議第16号 三条市特別職の職員の給与に関
する条例の一部改正について

三条市特別職報酬等審議会の答申の内容を考慮し、市長、副市長
および教育長の給料月額について、必要な改正を行うもの
施行期日：令和７年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ※ × ○ ○ 原案
可決

議第17号 三条市職員の給与に関する条例
等の一部改正について

令和６年８月８日の人事院勧告および同年10月11日の新潟県人
事委員会勧告の内容を考慮し、一般職の職員の給与について、必
要な改正を行うもの
施行期日：令和７年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第18号 三条市職員の退職手当に関する
条例の一部改正について

雇用保険法の一部改正に伴い、就業促進手当の見直し等が行わ
れることから、必要な改正を行うもの
施行期日：令和７年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第19号

三条市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関
する基準を定める条例等の一部
改正について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準等の一部改正に伴い、本
市においてもこれに準じ、必要な改正を行うもの
施行期日：令和７年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ
の
他

議第20号 市道路線の認定及び変更につい
て

認定路線　１路線　　　延長　168.0ｍ
変更路線　１路線　　　延長　  40.9ｍ減 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第21号
長岡市及び三条市における公の
施設の相互利用に関する協定の
一部変更について

平成29年３月30日付けで長岡市と三条市との間に締結した公の
施設の相互利用に関する協定の対象施設について、長岡市乙吉運
動広場が廃止されることから、協定の一部を変更するもの

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決
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 〔市長提出〕

予　

算

議第１号 令和７年度三条市一般会計予算 519億8,300万円（対前年度比3.8％増）
総務文教常任委員会
市民福祉常任委員会
経済建設常任委員会

○ ※ × ○ ○ 原案
可決

議第２号 令和７年度三条市国民健康保険
事業特別会計予算 80億650万円（対前年度比2.0％減） 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第３号 令和７年度三条市後期高齢者医
療特別会計予算 14億9,830万円（対前年度比0.0％増） 市民福祉常任委員会 ○ ※ × ○ ○ 原案

可決

議第４号 令和７年度三条市介護保険事業
特別会計予算 108億100万円(対前年度比1.8％増） 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第５号 令和７年度三条市勤労者福祉共
済事業特別会計予算 1,840万円（対前年度比15.2％減） 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第６号 令和７年度三条市水道事業会計
予算

収益的支出　　　  20億7,746万円(対前年度比  0.2％減）
資本的支出　17億2,364万1,000円(対前年度比69.4％増） 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第７号 令和７年度三条市下水道事業会
計予算

収益的支出　   25億791万6,000円(対前年度比0.1％減）
資本的支出　31億8,649万6,000円(対前年度比5.3％減） 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第８号 令和６年度三条市一般会計補正
予算

国の補正予算による交付金等を活用して行う道路改良事業や田
島曲渕線道路改築事業などのほか、人事院勧告を踏まえた公定
価格の改定に伴う私立保育園の運営委託料等の増額や普通退職
に伴う退職手当などについて、必要な予算措置を行うもの
補正額　　　　     51億840万1,000円
補正後の額　　616億2,336万5,000円

総務文教常任委員会
市民福祉常任委員会
経済建設常任委員会

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第９号 令和６年度三条市介護保険事業
特別会計補正予算

令和７年４月の介護保険制度改正に伴いシステム改修を行うほ
か、サービス利用者の増加などに伴い介護予防・生活支援サービ
ス事業支給費および介護予防ケアマネジメント事業支給費を増額
するもの
補正額　　　　1,248万1,000円
補正後の額　　107億4,531万円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ
の
他

議第10号 辺地総合整備計画の策定につい
て

早水辺地における公共的施設整備に関する財政上の特別措置を
受けるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の
特別措置等に関する法律の規定に基づき、同辺地に係る総合整備
計画を策定するもの
計画期間：令和７年度から令和９年度まで

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第11号 辺地総合整備計画の策定につい
て

中浦辺地における公共的施設整備に関する財政上の特別措置を
受けるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の
特別措置等に関する法律の規定に基づき、同辺地に係る総合整備
計画を策定するもの
計画期間：令和７年度から令和９年度まで

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第12号 辺地総合整備計画の変更につい
て

笠堀辺地に係る辺地総合整備計画（令和６年度から令和８年度ま
で）について、公共施設等の整備計画の内容を変更するもの 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

本会議初日本会議初日

※阿部銀次郎議員、武石栄二議員、野嵜久雄議員、藤家貴之議員、内山信一議員は賛成　　佐藤和雄議員は反対　　森山昭議員は議長のため表決に加わらない
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3 2




